
各町会長様

「資源(ペットボトル)の回収容器をりニューアルします」の回覧について(依*動

日頃より、各町会長の皆様におかれましては、りサイクル・清掃事業にご理解とご協力

を賜りましてありがとうございます。

現在「びん・かん・ペットボトル類」回収日にコンテナを設置している集積所につきま

しては、特に排出量の多いぺットボトルに関して、設置場所の省スペース化などのため、

10月から回収容器を回収袋(自立式スタンドネット)にいたします。びんとかんについ

ては、引き続きコンテナを使用します。

つきましては、「資源(ペットポトル)の回収容器をりニューアルします」の回覧につい

てご依頼をさせていただきます。

ご多忙中のところ、大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

令和 5年7月期区政連絡会

環境清掃部ごみ減量推進課

豊島区環境清掃部ごみ減量推進課長

佐藤重春

回覧資料

2 回収容器の変更日

令和 5年10月最初の資源(びん・かん・ペットボトル)回収日から

「資源(ペットボトル)の回収容器をりニューアルします」

3 周知予定

(1)区ホームページへの掲載

(2)広報としま(情報版)9月1日号への掲載

(3) 9月に全戸配布する「資源回収・ごみ収集のお知らせ」に記載

記

、

【お問い合わせ先】

豊島区環境清掃部ごみ減量推進課

事業推進グループ

担当:中野・仲田

電話03-3981-1142



10月から

資源(ペツトボトル)の回収容器をりニユーアルします

現在「びん・かん・ペットボトル類」回収日にコンテナを設置している集積

所につきましては、特に排出量の多いぺットボトルに関して、設置場所の省ス

ペース化などのため、 10月から回収容器を回収袋(自立式スタンドネット)

にいたします。また10月からは、ペットボトルのキャップとラベルは取り外

して「資源(プラスチック)」として回収いたしますので、ペットボトル本体

のみを回収袋に入れていただきますようお願いいたします。
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キャップとラベル 中身をすすぐ
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回収袋にすると・・・

●令和5年10月~
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飲食用・^水用

豊島区のコンテナを敷地内(ごみ保管庫など)で利用している集合住宅で、自立式スタ

ンドネットへの変更をご希望される場合は、ごみ減量推進課までご連絡ください。

<お問い合わせ先>

豊島区ごみj咸量推進課事業推進グループ 03-3981-1142
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化により作業効率が上がります

コンテナ2個分のが回収袋1個に

収容可能のため省スペース化が図れます
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回攻袋に入れる
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